
４ 国有林野の管理及び経営に関する施策

第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

◎ 国有林は、我が国の森林の３割を占め、国民から様々な機能の発揮が求められていることから、森林・林業行政の

・公益重視の管理経営を一層推進
・組織・技術力・資源を活用して、林業技術の開発普及、人材育成など民有林への指導やサポートなど我が国の森林・林業の再生に貢献
・そのために債務を区分経理した上で、組織・事業の全てを一般会計に移行することを検討

民有林支援の内容
○広範に低コスト作業を確立
する条件整備 ・ 民有林と国有林が一体となって効率的に路網整備や間伐等の森林整備に取り組むための
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観点から国が責任をもって一体的に管理するとともに、多様な森林づくりなど、より一層公益重視の管理経営を推進
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・ 当面は国有林の技術者等を准フォレスターとして活用し、市町村行政をバックアップ
◎フォレスタ 制度の創設

○人材育成

◎持続的な森林経営を担う森林
組合改革、林業事業体の育成 ・ 事業の発注や事業体の人材育成のためのフィールドの提供等を通じて事業体の育成に貢献
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◎フォレスター制度の創設

◎人材育成体制の構築

国有林主催の
現地検討会
（作業路作設 実演）

森林・林業技術研修
の受け入れ

・ 多様な立地を活かしてニーズに最も適した研修フィールドや技術を提供
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て

債務の区分経理の検討方向

・ 国有林と民有林が連携した原木の安定供給体制づくり
・ 急激な木材価格の変動時に地域の需給動向に応じた供給調整を実施し、セーフティネット
として機能
・ 「システム販売」について、民有林との連携を図りつつ、主として輸入材を利用してきた製材
工場等を新たな販売先として積極的に新規開拓していくなど 国産材の安定供給体制の構

◎質・量ともに輸入材に対抗で
きる効率的な加工・流通体制
の整備

○国産材の効率的な加工・流通
体制づくりと木材利用の拡大

（作業路作設の実演）
の受け入れ
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工場等を新たな販売先として積極的に新規開拓していくなど、国産材の安定供給体制の構
築と併せて木材利用の拡大に貢献

の整備

これまで主として外材を利用
してきた大口の需要者に対す
るスギ間伐材の安定供給

離島での民国連携による
間伐材の島外出荷
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２ 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策

第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

主な施策

○ 森林経営計画の作成の推進、低コストで効率的な施業

・ 効率的かつ安定的な林業経営の育成
○ 路網の整備、高性能林業機械の導入

○ 国内外の先進林業機械の評価・分析と改良、伐採木
の大径化等に対応する林業機械の開発

・ 低コストで効率的な作業システムの整備等 新たな高性能林
業機械の開発効率的な林業

事業体の育成

の実行
○ 意欲ある者への長期的な施業の委託の推進
○ 森林組合と民間事業体のイコールフッティングの確保
○ 林業事業体を登録・評価する仕組みの導入

・ 施業集約化等の推進

林業専用道

○ 提案型施業の普及･定着

○ 森林情報の収集、境界の確認、森林所有者
との合意形成等の諸活動に対する支援

・ 施業集約化等の推進

林業専用道

路網の整備

地域における
合意形成

森林作業道

・ 人材の育成・確保等

森林作業道

○ フォレスター、森林施業プランナー、現場技能者を戦

略的・体系的に育成

○ 雇用管理の改善、労働安全衛生の向上

林道
フォレスター

木材の安定的な供給 民有林

民有林･国有林の森林共同施業団地

施業集約化によるフォレスタ
による指導

木材の安定的な供給 民有林

国有林
民有林

施業集約化による
搬出間伐の推進
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３ 林産物の供給及び利用の確保に関する施策

第３ 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

製材・合板用材からチップ用材
までのトータル搬出 川

上

主な施策

・効率的な加工・流通体制の整備

木材の安定的な供給

木材生産者

建築士 製材･合板工場

上
〜
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下
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○ 原木の安定供給体制の整備
○ 工場の大規模化、複数工場の連携による生産

の効率化など木材加工・流通体制の整備

効率的な加工 流通体制の整備

大工・工務店 木材販売業者

建て主
中間土場や集出
荷施設の整備 マ

ッ
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地域中小 場

燃料等としての
利用促進

木材利用の拡大

顔のみえる木材での
家づくり

m3
市場

荷施設の整備

安
定
的
取
引大規模工場

地域中小工場

乾燥等の推進・技術開発
JAS規格の見直し

プ

品質・性能の確かな製品の安定供給○ 公共建築物、住宅、土木用資材等

○ 木質バイオマスの利用

○ 木材等の輸出促進

・ 木材利用の拡大

「見
え
る燃料や製紙用チップ

プレカット工場

チップ工場等

多角的な

工務店、ハウスメーカー

る
化
」の
推
進

燃料や製紙用チップ
技術開発・人材育成利用促進

中国でのＰＲ活動

・消費者等の理解の醸成

公共建築物等木材利用

公共建築物・住宅等木くず焚きボイラー、
ペレットストーブ、石炭混焼 等

遮音壁、木製ガードレール 等 ７

公共建築物等木材利用
促進法の実効性確保

木育（木づかい運動)
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